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本
山
町
営
住
宅
入
居
者
公
募
の
お
知
ら
せ 

 ① 

日
の
出
ハ
イ
ツ
（
世
帯
用
） 

一
、
住
宅
の
所
在
地 

 

本
山
町
本
山
76
番
地
1 

二
、
公
募
戸
数 

1
戸
（
３
階
） 

三
、
間
取
り 

和
室
（
6
畳
1
室
）、 

洋
室
（
2
室
計
15
畳
）、
Ｌ
Ｄ
Ｋ
（
9
畳
）、 

浴
室
、
ト
イ
レ
（
洋
式
）、
物
置
、
駐
車
場
あ
り 

四
、
家
賃
、
敷
金
等 

 
 

家 

賃 

３
０
，
０
０
０
円 

 
 

敷 

金 

家
賃
の
3
か
月
分 

共
益
費 

浄
化
槽
の
維
持
管
理
費
等 

○
住
宅
入
居
者
の
資
格 

・
所
得
月
額
が
15
万
８
千
円
以
上
25
万
9
千
円
以
下

で
、
自
ら
居
住
す
る
た
め
住
宅
を
必
要
と
す
る
者
の

う
ち
、
現
に
同
居
し
、
ま
た
は
同
居
し
よ
う
と
す
る

親
族
が
あ
る
者
。 

・
税
等
の
滞
納
が
な
い
こ
と
。 

・
暴
力
団
員
で
な
い
こ
と
。 

 ② 

吉
野
第
２
団
地
（
世
帯
用
） 

一
、
住
宅
の
所
在
地 

本
山
町
吉
野
４
０
６
番
地
１ 

二
、
公
募
戸
数 

１
戸
（
２
階
） 

三
、
間
取
り 

和
室
（
６
畳
１
室
）、
洋
室
（
約
６
畳
２
室
）

Ｌ
Ｄ
Ｋ
（
約
９
畳
）、
浴
室
、
ト
イ
レ
（
洋
式
水
洗
）、

駐
車
場
（
１
台
分
）
あ
り
、
物
置
他 

四
、
家
賃
、
敷
金
等 

家 

賃 

１
５
，
６
０
０
円
～ 

 
 

 
 

 
 

 
 

（
所
得
月
額
よ
り
算
定
し
ま
す
） 

 
 

 
 

 

敷 

金 

家
賃
３
ヵ
月
分 

 
 

共
益
費 

浄
化
槽
及
び
街
灯
管
理
費
用
等
あ
り 

○
住
宅
入
居
者
の
資
格 

・
居
住
す
る
住
宅
に
困
窮
し
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
な
者
で

そ
の
者
と
同
居
し
よ
う
と
す
る
親
族
が
あ
る
者
。 

・
所
得
月
額
が
15
万
８
千
円
以
下
で
あ
る
こ
と
。（
た
だ
し

高
齢
者
、
障
害
者
又
は
災
害
に
よ
る
場
合
は
21
万
４
千
円

以
下
）
所
得
月
額
の
計
算
方
法
に
つ
い
て
は
、
所
得
の
種

類
、
家
族
構
成
等
に
よ
り
異
な
り
ま
す
の
で
、
詳
細
は
、

お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。 

・
税
等
の
滞
納
が
な
い
こ
と
。 

・
暴
力
団
員
で
な
い
こ
と
。 

【
申
込
方
法
】 

役
場
総
務
課
備
付
「
本
山
町
営
住
宅
申
込
書
」
に
必
要 

 

事
項
を
記
入
し
、同
居
し
よ
う
と
す
る
親
族
全
員
の
住
民
票
、

所
得
金
額
の
証
明
書
（
源
泉
徴
収
票
の
写
し
等
）
を
添
付
し

て
、
総
務
課
へ
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。 

【
申
し
込
み
期
限
】
５
月
29
日
（
金
）
ま
で 

【
問
い
合
わ
せ
先
】
総
務
課 

電
話 

76―

２
２
２
３ 

 

立
候
補
予
定
者
・
運
動
員
等
説
明
会
の 

開
催
に
つ
い
て 

令
和
8
年
7
月
19
日
執
行
予
定
の
本
山
町
議
会
議
員
選

挙
に
伴
う
、
立
候
補
予
定
者
・
運
動
員
等
説
明
会
を
左
記
の

と
お
り
行
い
ま
す
。 

【
日
時
】
令
和
8
年
5
月
28
日
（
木
）
午
前
10
時
～ 

【
場
所
】
本
山
町
役
場
3
階 

議
場 

【
問
い
合
わ
せ
先
】 

 

本
山
町
選
挙
管
理
委
員
会 

 

電
話 

76―

２
２
２
３ 

「
本
山
町
小
規
模
事
業
者
持
続
化
補
助
金
」 

の
募
集
に
つ
い
て 

 

経
済
不
況
の
煽
り
を
受
け
て
厳
し
い
状
況
に
あ
る
事
業

者
が
持
続
的
な
経
営
に
向
け
た
経
営
計
画
を
策
定
し
、
そ
の

計
画
に
沿
っ
て
行
う
地
道
な
販
路
開
拓
や
業
務
効
率
化
（
事

業
存
続
）
の
取
り
組
み
を
支
援
す
る
た
め
、
そ
れ
に
要
す
る

経
費
の
一
部
を
補
助
し
ま
す
。 

【
補
助
対
象
者
】 

本
山
町
内
に
店
舗
、
事
務
所
ま
た
は
工
場
等
を
有
し
、
事

業
を
開
始
し
て
か
ら
３
年
以
上
が
経
過
し
て
い
る
小
規
模

事
業
者 

【
補
助
金
額
】 

補
助
対
象
経
費
の
１
／
２
以
内 

（
補
助
対
象
者
あ
た
り
30
万
円
を
上
限
と
す
る
） 

【
申
請
書
等
に
つ
い
て
】 

ま
ち
づ
く
り
推
進
課
、
も
し
く
は
本
山
町
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

か
ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
し
て
く
だ
さ
い
。 

【
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
掲
載
箇
所
に
つ
い
て
】 

 

本
山
町
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ 

 
 

 
 

 
 
↓

 

 

申
請
書
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド 

 
 

 
 

 
 
↓

 

 

本
山
町
小
規
模
事
業
者
持
続
化
補
助
金
に
つ
い
て 

【
申
込
み
・
問
い
合
わ
せ
先
】 

 
 

本
山
町
商
工
会 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

電
話 

76―

２
１
６
０ 

 
 

ま
ち
づ
く
り
推
進
課 

産
業
振
興
班 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

電
話 

76―

３
９
１
６ 

 

本
山
町
行
政
連
絡 

 
 

 
 

 
編
集
・
発
行 

本
山
町
役
場 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

【
隔
週
水
曜
日
発
行
】 

第１１７５号

号号号号  



     令和８（２０２６）年 5月１3日（2） 

 

計
量
器
の
定
期
検
査
の
お
知
ら
せ 

 
「
取
引
」
ま
た
は
「
証
明
」
に
使
用
す
る
計
量
器
は
、
計

量
法
で
二
年
に
一
度
知
事
の
実
施
す
る
定
期
検
査
を
受
検

す
る
こ
と
が
義
務
づ
け
ら
れ
て
い
ま
す
。 

 

本
年
が
検
査
の
年
と
な
っ
て
お
り
、つ
ぎ
の
と
お
り
実
施

さ
れ
ま
す
の
で
、
受
検
し
て
く
だ
さ
い
。 

な
お
、
不
明
な
点
が
あ
る
場
合
は
、
高
知
県
工
業
技
術
セ

ン
タ
ー
ま
た
は
、ま
ち
づ
く
り
推
進
課
ま
で
お
問
い
合
わ
せ

く
だ
さ
い
。 

 

【
日
時
】 

令
和
８
年
５
月
26
日
（
火
）
午
後
１
時
～
午
後
４
時 

【
時
間
・
場
所
】 

本
山
町
役
場 

１
階 

も
と
や
ま
ホ
ー
ル 

【
受
検
手
数
料
】 

種
類
・
能
力
別
に
金
額
が
異
な
り
ま
す
。 

１
台
に
つ
き
２
５
０
円
～
６
，
９
０
０
円 

受
付
時
に
徴
収
し
ま
す
の
で
、お
忘
れ
の
な
い
よ
う
お
願
い

し
ま
す
。 

【
問
い
合
わ
せ
先
】 

高
知
県
工
業
技
術
セ
ン
タ
ー 

 
 

電
話 

０
８
８―

８
４
５―

７
７
７
０ 

ま
ち
づ
く
り
推
進
課 

電
話 

76―

３
９
１
６ 

          

第
69
回
金
婚
夫
婦
祝
福
式
典
に
つ
い
て 

【
対
象
】 

昭
和
51
年
１
月
１
日
か
ら
同
年
12
月
31
日
ま
で
に
婚
姻

届
を
提
出
さ
れ
て
い
る
高
知
県
在
住
の
ご
夫
婦 

（
そ
れ
以
前
の
届
け
出
で
も
初
め
て
申
し
込
む
方
は
可
） 

※
事
情
に
よ
り
、婚
姻
が
遅
れ
た
方
は
係
に
ご
相
談
く
だ
さ

い
。 

※
こ
れ
ま
で
に
一
度
お
申
込
み
い
た
だ
い
た
ご
夫
婦
の
再

申
し
込
み
は
で
き
ま
せ
ん
。
何
卒
ご
了
承
く
だ
さ
い
。 

【
申
し
込
み
方
法
】 

申
し
込
み
用
紙（
高
知
新
聞
企
業
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
ダ
ウ

ン
ロ
ー
ド
で
き
ま
す
。）
も
し
く
は
便
箋
に
ご
夫
婦
に
関
す

る
左
記
９
項
目
を
漏
れ
な
く
明
記
し
、郵
送
ま
た
は
ご
持
参

く
だ
さ
い
。 

① 

氏
名
（
ふ
り
が
な
） 

② 

生
年
月
日  

③ 

年
齢  

④ 
職
業  

⑤ 

郵
便
番
号  

⑥ 

住
所  

⑦ 

電
話
番
号
（
携
帯
電
話
含
む
）  

⑧ 

結
婚
記
念
日  

⑨ 

氏
名
等
の
新
聞
掲
載
可
否  

【
郵
送
・
持
参
先
】 

〒
７
８
０-

８
６
６
６ 

高
知
市
本
町
３-

２-

15 

（
株
）
高
知
新
聞
企
業 

事
業
部
「
金
婚
式
」
係 

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
に
よ
る
応
募
も
受
け
付
け
て
い
ま
す
。 

詳
細
は
高
知
新
聞
企
業
の
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
を
ご
覧
く
だ
さ

い
。 

※
応
募
の
際
に
戸
籍
抄
本
は
必
要
あ
り
ま
せ
ん
。 

 

※
代
理
で
申
し
込
む
際
は
、
必
ず
参
加
ご
夫
婦
の
同
意
を
得

た
上
で
、
申
し
込
み
を
お
願
い
し
ま
す
。
そ
の
際
、
記
入

者
の
氏
名
、
ご
夫
婦
と
の
関
係
、
電
話
番
号
（
携
帯
電
話

含
む
）
を
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。 

※
ご
夫
婦
に
ま
つ
わ
る
エ
ピ
ソ
ー
ド
が
あ
り
ま
し
た
ら
、
申

し
込
み
の
際
に
付
記
し
て
く
だ
さ
い
（
任
意
）。
取
材
の
参

考
に
さ
せ
て
い
た
だ
く
場
合
が
あ
り
ま
す
。 

【
締
め
切
り
】 

 

令
和
８
年
６
月
５
日
（
金
）
ま
で
（
必
着
） 

【
式
典
日
時
】 

 

令
和
８
年
９
月
１
日
（
火
） 

午
後
２
時 

開
始 

【
会
場
】
ザ
・
ミ
ー
ニ
ッ
ツ
（
南
国
市
） 

【
行
事
】 

関
係
各
位
か
ら
ご
祝
辞
を
い
た
だ
き
、
祝
辞
状
や
記
念
品

を
贈
呈
し
て
祝
福
し
ま
す
。 

【
参
加
者
へ
の
通
知
】 

高
知
新
聞
企
業
か
ら
参
加
者
へ
式
典
の
通
知
を
し
ま
す
。 

当
日
は
、
役
場
か
ら
送
迎
も
で
き
ま
す
。
８
月
上
旬
頃 

参
加
者
に
直
接
案
内
し
ま
す
の
で
、
ご
利
用
く
だ
さ
い
。 

※
個
人
情
報
の
取
り
扱
い
に
つ
い
て 

応
募
の
際
に
記
入
い
た
だ
い
た
個
人
情
報
は
、
高
知
新
聞
紙

面
で
の
氏
名
・
市
町
村
名
の
紹
介
、
運
営
上
の
管
理
及
び
ご

本
人
へ
の
連
絡
の
用
途
に
限
り
利
用
し
ま
す
。 

【
問
い
合
わ
せ
先
】 

（
株
）
高
知
新
聞
企
業 

事
業
部
内
「
金
婚
式
」
係 

 
              

電
話 

０
８
８―

８
２
５―

４
３
２
８ 

   



     令和８（２０２６）年 5月１3日（3） 

 

空
き
家
対
策
支
援
事
業
に
つ
い
て 

◆
空
き
家
活
用
補
助
事
業
に
つ
い
て 

～
負
担
を
軽
減
し
な
が
ら
リ
フ
ォ
ー
ム
が
可
能
で
す
～ 

空
き
家
の
所
有
者
、
そ
の
所
有
者
か
ら
空
き
家
を
借
り

受
け
る
個
人
又
は
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
等
が
、住
宅
確
保
要
支
援
者

の
居
住
に
使
用
す
る
住
居
と
し
て
活
用
す
る
た
め
に
行
う

改
修
工
事
な
ど
に
係
る
費
用
を
補
助
し
ま
す
。 

【
改
修
補
助
の
条
件
】 

①
一
戸
建
て
の
住
宅
で
あ
る
こ
と 

②
耐
震
性
が
確
保
さ
れ
て
い
る
も
の 

③
個
人
の
所
有
で
あ
る
も
の 

④
１
年
以
上
空
き
家
状
態
で
あ
る
こ
と 

⑤
10
年
以
上
空
き
家
バ
ン
ク
に
登
録
す
る
こ
と 

⑥
３
親
等
以
内
の
者
と
空
き
家
を
賃
貸
又
は
譲
渡
し
な
い

こ
と
な
ど 

【
補
助
対
象
限
度
額
に
つ
い
て
】 

空
き
家
改
修
費
２
７
０
万
円
を
上
限
に
補
助
し
ま
す
。（
昭

和
56
年
以
前
に
建
設
さ
れ
た
建
物
の
場
合
は
、
耐
震
改
修

費
１
６
５
万
円
を
上
限
に
上
乗
せ
で
き
ま
す
） 

 

◆
老
朽
住
宅
除
去
補
助
事
業
に
つ
い
て 

～
長
年
放
置
さ
れ
た
空
き
家
の
除
去
を
促
進
し
ま
す
～ 

本
山
町
内
の
緊
急
輸
送
道
路
や
避
難
路
の
沿
道
に
位
置

す
る
住
宅
で
、住
宅
密
集
地
域
に
位
置
す
る
老
朽
化
し
た
住

宅
ま
た
は
、倒
壊
に
よ
り
周
囲
の
住
民
に
被
害
を
及
ぼ
す
お

そ
れ
の
あ
る
住
宅
の
除
却
を
行
う
方
に
対
し
、予
算
の
範
囲

内
に
お
い
て
、除
却
工
事
に
要
す
る
経
費
の
一
部
を
補
助
し

ま
す
。 

【
住
宅
除
去
の
条
件
に
つ
い
て
】 

①
町
内
に
あ
る
空
き
家
で
、
倒
壊
し
た
場
合
に
町
の
定
め
る

避
難
路
等
を
閉
塞
す
る
恐
れ
が
あ
る
建
物 

②
町
が
定
め
る
老
朽
度
の
測
定
基
準
を
満
た
す
建
物
な
ど 

【
補
助
対
象
限
度
額
に
つ
い
て
】 

 

除
却
工
事
費
の
80
％
、
１
６
７
万
５
千
円
ま
で
を
上
限
に
補

助
が
受
け
ら
れ
ま
す
。 

（
例
）
除
却
工
事
費
が
１
０
０
万
円
で
あ
れ
ば
80
万
円
の
補
助 

【
問
い
合
わ
せ
先
】
建
設
課 

76―

３
９
１
７ 

 

本
山
町
住
宅
断
熱
改
修
費
補
助
金
の 

事
前
相
談
に
つ
い
て 

本
山
町
は
、
脱
炭
素
社
会
の
実
現
に
向
け
て
既
存
住
宅
の

省
エ
ネ
ル
ギ
ー
化
を
促
進
す
る
た
め
、 

既
存
戸
建
て
住
宅
の

断
熱
改
修
を
行
う
所
有
者
等
に
対
し
て
経
費
の
一
部
の
補
助

を
予
定
し
て
い
ま
す
。
こ
の
事
業
へ
申
込
を
希
望
さ
れ
る
方

の
事
前
相
談
を
受
け
付
け
ま
す
。 

【
補
助
対
象
者
】 

 

次
の
イ
又
は
ロ
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。  

（
イ
）
自
ら
が
常
時
居
住
す
る
た
め
に
住
宅
を
所
有
す
る
個
人  

（
ロ
）
自
ら
が
常
時
居
住
す
る
た
め
に
住
宅
を
改
修
し
当
該
住 

宅
を
所
有
し
よ
う
と
す
る
個
人 

※
令
和
９
年
１
月
31
日
ま
で
に
町
に
実
績
報
告
が
で
き
る

改
修
に
限
る 

【
補
助
対
象
住
宅
】 

次
の
各
号
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
も
の  

（
１
）
本
山
町
内
に
存
す
る
既
存
戸
建
て
住
宅
か
つ
専
用
住
宅

で
あ
る
こ
と  

（
２
）
次
の
イ
又
は
ロ
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の
で
あ
る

こ
と
。 

（
イ
）
新
耐
震
基
準
（
昭
和
56
年
６
月
１
日
に
施
行
さ
れ
た 

建
築
基
準
法
施
行
令
第
３
章
及
び
第
５
章
の
４
に
規
定

す
る
基
準
を
い
う
。）
に
適
合
し
て
い
る
こ
と
。 

  
（
ロ
）
建
築
物
の
耐
震
改
修
の
促
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
７

年
法
律
第
１
２
３
号
）
に
基
づ
く
「
地
震
に
対
す
る
安

全
上
耐
震
関
係
規
定
に
準
ず
る
も
の
と
し
て
定
め
る

基
準
」（
平
成
18
年
国
土
交
通
省
告
示
第
１
８
５
号
）

に
適
合
（
補
助
事
業
の
完
了
ま
で
に
、
耐
震
改
修
工
事

に
よ
り
適
合
す
る
も
の
を
含
む
。）
し
て
い
る
こ
と 

（
３
）
過
去
に
こ
の
要
綱
に
基
づ
く
補
助
金
の
交
付
を
受
け
た

こ
と
が
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
。  

（
４
）
国
及
び
他
の
同
種
の
補
助
金
の
交
付
を
重
複
し
て
受
け

た
こ
と
が
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
。  

た
だ
し
、
補
助
対
象
が
重
複
し
な
い
場
合
は
こ
の
限
り

で
は
な
い
。 

【
補
助
対
象
製
品
】 

断
熱
材
・
窓
・
ガ
ラ
ス
・
玄
関
ド
ア 

【
補
助
率
及
び
補
助
金
の
限
度
額
】 

補
助
率
：
補
助
対
象
経
費
の
１
／
３
以
内 

限
度
額
：
１
２
０
万
円
／
戸
（
こ
の
う
ち
、
玄
関
ド
ア
は
見

積
書
の
金
額
と
15
万
円
の
い
ず
れ
か
低
い
額
の
３
分
の
１

以
内
、
限
度
額
５
万
円
と
す
る
。） 

※
補
助
金
額
算
出
方
法
に
つ
い
て
は
町
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
も

し
く
は
政
策
企
画
課
で
ご
確
認
く
だ
さ
い
。 

【
注
意
点
】 

こ
の
募
集
は
県
の
交
付
決
定
を
受
け
る
前
の
事
前
相
談

と
な
り
ま
す
。
県
の
交
付
決
定
額
に
よ
っ
て
補
助
条
件
が
変

更
に
な
る
場
合
も
あ
り
ま
す
の
で
ご
了
承
く
だ
さ
い
。
県
か

ら
の
交
付
決
定
後
に
本
募
集
を
行
い
ま
す
。 

【
事
前
相
談
期
間
】 

令
和
８
年
６
月
12
日
（
金
）
ま
で 

【
問
い
合
わ
せ
先
】 

政
策
企
画
課 

電
話 

76―

３
９
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本
山
町
住
宅
用
太
陽
光
発
電
設
備
等 

推
進
事
業
費
補
助
金
に
つ
い
て 

本
山
町
は
、
地
域
資
源
で
あ
る
太
陽
光
を
活
用
し
、
２
０

５
０
年
カ
ー
ボ
ン
ニ
ュ
ー
ト
ラ
ル
実
現
に
向
け
た
Ｃ
Ｏ
２

の
削
減
の
取
組
を
推
進
す
る
た
め
、
自
家
消
費
を
行
う
太
陽

光
発
電
設
備
の
導
入
促
進
を
図
る
こ
と
を
目
的
に
、
発
電
シ

ス
テ
ム
及
び
蓄
電
池
設
備
等
の
導
入
に
要
す
る
経
費
の
一

部
を
補
助
し
ま
す
。 

【
補
助
対
象
事
業
】 

自
ら
居
住
し
、
又
は
居
住
を
予
定
し
て
い
る
住
宅
、
又
は

当
該
住
宅
が
存
す
る
敷
地
内
に
太
陽
光
発
電
設
備
及
び
蓄

電
設
備
等
（
Ｖ
２
Ｈ 

充
放
電
設
備
を
含
む
。）
を
導
入
し
、

発
電
し
た
電
力
は
専
ら
住
宅
に
お
い
て
自
家
消
費
す
る
個

人
に
対
し
て
と
す
る
。 

①
住
宅
用
太
陽
光
発
電
設
備
設
置 

太
陽
光
発
電
設
備
を
導
入
す
る
経
費
（
工
事
費
を
含
む
） 

 

②
住
宅
用
蓄
電
池
等
設
備
設
置 

（
１
）
蓄
電
池
設
備
を
導
入
す
る
経
費
（
工
事
費
を
含
む
） 

（
２
）
Ｖ
２
Ｈ
充
放
電
設
備
を
導
入
す
る
経
費 

（
工
事
費
を
含
む
） 

【
補
助
金
額
】 

 

①
住
宅
用
太
陽
光
発
電
設
備
設
置 

発
電
シ
ス
テ
ム
を
構
成
す
る
太
陽
電
池
モ
ジ
ュ
ー
ル
の

Ｊ
Ｉ
Ｓ
な
ど
に
基
づ
く
公
称
最
大
出
力
値
も
し
く
は
パ

ワ
ー
コ
ン
デ
ィ
シ
ョ
ナ
ー
の
定
格
出
力
の
合
計
値
の
低

い
方  

（
キ
ロ
ワ
ッ
ト
単
位
）×

４
万
円
（
千
円
未
満
切
捨
て
） 

※
１
件
当
た
り
の
上
限
額
は
20
万
円
と
す
る
。 

  

②
住
宅
用
蓄
電
池
設
備
設
置 

（
１
）
蓄
電
池
設
備
容
量 

（
キ
ロ
ワ
ッ
ト
ア
ワ
ー
単
位
）×

 ４
万
円
（
千
円
未
満
切
捨
て
） 

※
１
件
当
た
り
の
上
限
額
は
40
万
円
と
す
る
。 

（
２
）
Ｖ
２
Ｈ
充
放
電
設
備
設
置 

 

左
記
の
い
ず
れ
か
の
少
な
い
方 

・
次
世
代
自
動
車
振
興
セ
ン
タ
ー
が
行
う
Ｖ
２
Ｈ
充
放

電
設
備
補
助
金
に
お
い
て
銘
柄
ご
と
に
定
め
る
補

助
金
交
付
上
限
額
（
補
助
率
１
／
２
分
）
に 

0.4
を
乗
じ
た
金
額
（
千
円
未
満
切
捨
て
） 

・
Ｖ
２
Ｈ
充
放
電
設
備
の
機
器
の
購
入
費
（
税
抜
）
に

0.2
を
乗
じ
た
金
額
（
千
円
未
満
切
捨
て
） 

 
 

（
１
件
当
た
り
の
上
限
額
は
30
万
円
と
す
る
。） 

※
国
そ
の
他
補
助
金
等
の
収
入
が
あ
る
場
合
は
、
そ
の
額
を

控
除
す
る
。（
千
円
未
満
切
捨
て
） 

※
令
和
９
年
１
月
31
日
ま
で
に
町
に
実
績
報
告
が
で
き
る

こ
と
。 

【
申
込
締
切
日
】 

令
和
９
年
10
月
30
日
（
金
） 

【
申
込
み
・
問
い
合
わ
せ
先
】 

政
策
企
画
課 
電
話 

76―

３
９
１
５ 

※
申
請
書
類
の
様
式
及
び
デ
ー
タ
は
町
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
及
び

政
策
企
画
課
に
あ
り
ま
す
。 

        
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

毎
月
第
３
木
曜
日
は
行
政
相
談
の
日
で
す 

行
政
相
談
委
員
は
、
国
、
県
、
市
町
村
が
行
っ
て
い
る
仕

事
に
対
す
る
住
民
の
皆
さ
ん
か
ら
の
苦
情
や
意
見
・
要
望
を

受
け
、
そ
の
解
決
や
実
現
の
お
手
伝
い
を
し
て
い
ま
す
。 

相
談
は
、
毎
月
第
３
木
曜
日
に
町
役
場
で
開
設
さ
れ
る
行

政
相
談
所
で
受
け
付
け
て
い
ま
す
。
お
気
軽
に
ご
相
談
く
だ

さ
い
。 

【
日
時
】
５
月
21
日
（
木
）
午
前
10
時
か
ら
正
午 

【
場
所
】
役
場
１
階 

も
と
や
ま
ホ
ー
ル 

【
行
政
相
談
委
員
】
筒
井 

幸
弘 

【
問
い
合
わ
せ
先
】
総
務
課 

電
話 

76―

２
２
２
３ 


